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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【公表番号】特表2007-518330(P2007-518330A)
【公表日】平成19年7月5日(2007.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2007-025
【出願番号】特願2006-548364(P2006-548364)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ   9/32     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  50/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  30/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ   9/00    ６７５Ｂ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １４０　
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ３０２Ｅ
   Ｇ０６Ｆ  12/14    ５２０Ｆ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年1月26日(2011.1.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルページ検索用ソフトウェアが実装されている少なくとも１つのクライアント端
末を、権利管理サーバ、及び１つまたは複数のネットワークオペレータ用サーバの２つの
異なるエンティティを備えた情報ネットワークに接続するための操作方法であって、
　前記権利管理サーバが前記ネットワークオペレータ用サーバの名称とアドレスを含むデ
ジタル証明書文書と、前記デジタル証明書文書へアクセス可能なリンクを含むセットアッ
プ文書との２つのデジタル文書をルートキーで署名することで、前記情報ネットワークを
初期化する事前ステップと、
　前記クライアント端末が、前記デジタル証明文書と前記セットアップ文書を受信するス
テップと、
　前記クライアント端末が、ネットワークオペレータ用サーバがネットワークキーで署名
した複数のコンテンツサーバのリスト情報であるトポロジー文書を取得し、記憶すること
でネットワークトポロジーを識別するステップと、
　前記ネットワークオペレータ用サーバがネットワークキーで署名したアドレスパラメー
タ情報であるルックアップ文書を用いて実施される前記ネットワークオペレータ用サーバ
によるアドレス解決ステップと、
　前記アドレスパラメータで指定さる前記コンテンツサーバ上の情報コンテンツを検索す
るステップと、を含み、
　前記デジタル証明書文書が、前記デジタルページ検索用ソフトウェアの管理用情報と技
術関係の情報を含み、前記技術関係の情報は、特にネットワークキーの公開キーを含むこ
とを特徴とする操作方法。
【請求項２】
　さらに、前記デジタルページ検索用ソフトウェアを前記クライアント端末に設置する事
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前ステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の操作方法。
【請求項３】
　さらに、前記デジタルページ検索用ソフトウェアを端末で更新するステップを含み、こ
の更新が、ステータス文書とアップデート文書とを用いて前記権利管理サーバにより管理
され、前記ステータス文書と前記アップデート文書は、前記権利管理サーバによりルート
キーで署名され、前記クライアント端末のプラットフォームに固有であることを特徴とす
る請求項１または２に記載の操作方法。
【請求項４】
　前記権利管理サーバが、複数の権利管理サーバで構成されることを特徴とする請求項１
から３のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項５】
　前記複数の権利管理サーバの１つが、ユーザの技術支援専用のサーバ（エイド：ａｉｄ
ｅ）であることを特徴とする請求項４に記載の操作方法。
【請求項６】
　前記複数の権利管理サーバは、サーバ間のロード分配機構（ロードバランシング：ｌｏ
ａｄ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ）を利用することを特徴とする請求項４または５に記載の操作
方法。
【請求項７】
　前記権利管理サーバを利用できない場合、サービスの再割り当て機構（フェールオーバ
ー：ｆａｉｌ　ｏｖｅｒ）を実施することを特徴とする請求項４から６のいずれか一項に
記載の操作方法。
【請求項８】
　前記アドレスパラメータの一つが、限定的ではなく例として、ユーザの年齢に応じてデ
ジタルページの検索許可を管理する（未成年者保護用のデジタルフィルタ）ために、対応
するデジタルページのコンテンツを考慮したフィルタリングデジタルインジケータである
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項９】
　前記オペレータのアクティビティは、公共ネットワーク、たとえばインターネットネッ
トワークで行われることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１０】
　前記オペレータのアクティビティは、（たとえばＩＰタイプの）少なくとも一つの個人
情報ネットワークで行われることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の操
作方法。
【請求項１１】
　前記デジタル文書が、ＸＭＬに適合するフォーマットを有することを特徴とする請求項
１から１０のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１２】
　前記クライアント端末が情報ネットワークを構成する複数の権利管理サーバ、及び複数
のネットワークオペレータ用サーバに同時に接続されることを特徴とする請求項１から１
１のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１３】
　前記デジタルページ検索用ソフトウェアが、前記デジタル証明書、前記トポロジー文書
、及び前記ルックアップ文書の相対的な有効期間と、所与の満了日に対応する絶対的な有
効期間との二つの有効期間をキャッシュメモリに記憶することを特徴とする請求項１から
１２のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１４】
　前記クライアント端末が前記ステータス文書を受信することで、前記相対的な有効期間
と前記絶対的な有効期間が更新されることを特徴とする請求項１３に記載の操作方法。
【請求項１５】
　前記コンテンツサーバのリスト情報が、さらに、前記サーバの地理的な位置を示すイン
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ジケータを含むことを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１６】
　前記情報ネットワークの初期化ステップが自動的に行われ、前記デジタル証明書によっ
てのみ実施されることを特徴とする請求項１から１５のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項１７】
　自動的に行われる情報ネットワークの前記初期化ステップが、所与のアドレスを使用す
ることを特徴とする請求項１６に記載の情報ネットワークの操作方法。
【請求項１８】
　前記ネットワークのトポロジーの識別ステップでは、前記権利管理サーバが前記ネット
ワークキーで前記トポロジー文書に署名し、その場合、前記権利管理サーバが前記ネット
ワークキーを保存することを特徴とする請求項１から１７のいずれか一項に記載の操作方
法。
【請求項１９】
　アドレス解決ステップでは、前記権利管理サーバが前記ネットワークキーで前記ルック
アップ文書に署名し、その場合、前記権利管理サーバが前記ネットワークキーを保存する
ことを特徴とする請求項１から１８のいずれか一項に記載の情報ネットワークの操作方法
。
【請求項２０】
　前記ネットワークキーの公開キーと、前記ネットワークキーの公開キーのフィンガープ
リントを供給することにより、ネットワークキーの公開部分を確定するステップを含むこ
とを特徴とする請求項１から１８のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項２１】
　前記デジタル証明書、及び前記ルックアップ文書は、それぞれ前記権利管理サーバ、及
び前記ネットワークオペレータ用サーバにより決定された前記情報ネットワークの単一の
識別子を有することを特徴とする請求項１から２０のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項２２】
　アドレスパラメータは、コンテンツにアクセスするためにユーザを認証すべきか否か、
また、認証が必要な場合はどのような手段により実施すべきかを決定することを特徴とす
る請求項１から２１のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項２３】
　アドレスパラメータが、公開されるコンテンツのフォーマットを決定することを特徴と
する請求項１から２２のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項２４】
　様々な情報ネットワークのアドレス表示に、異なる色を使用可能であることを特徴とす
る請求項１から２３のいずれか一項に記載の操作方法。
【請求項２５】
　前記ネットワークオペレータ用サーバが、前記コンテンツサーバのアドレスパラメータ
を含む前記ルックアップ文書を前記ネットワークキーで署名することで、前記コンテンツ
サーバを認証していることを特徴とする請求項１から２４のいずれか一項に記載の操作方
法。
【請求項２６】
　請求項１から２５のいずれか一項に記載の方法に従って操作される情報ネットワークに
おける少なくとも二つの設備のデジタル通信方法であって、前記方法の少なくとも一つの
ステップのときに、２個の設備の間で交換されるデジタルデータは、ネットワーク名に対
応するヘッダと、コンテンツの作成者が決定した記述子と、を有する少なくとも一つのア
ドレスフォーマットであることを特徴とする操作方法。
【請求項２７】
　前記方法のステップが、アドレス解決ステップであることを特徴とする請求項２６に記
載のデジタル通信方法。
【請求項２８】
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　複数のコンテンツサーバと、権利管理サーバと、少なくとも１つのネットワークオペレ
ータ用サーバと、デジタルページ検索用ソフトウェアを備えたクライアント端末と、を備
えた情報ネットワークにおいて、前記クライアント端末が、前記権利管理サーバと前記少
なくとも一つのネットワークオペレータ用サーバとの少なくとも二つの異なるエンティテ
ィに接続することにより、請求項１から２７のいずれか一項に記載の方法を実施するよう
にした、情報ネットワークの操作システム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　このため、本発明は、その最も広い意味において、複数の情報処理サーバと、デジタル
ページ検索用の特別な情報処理ソフトウェアを備えた少なくとも一つのクライアント端末
とを含んで、権利管理システムと一つまたは複数のネットワークオペレータとの少なくと
も２個の異なるエンティティを接続する情報ネットワークの操作方法に関し、この方法は
、
　・一方が前記ネットワークのデジタル証明書で、他方が、前記ネットワークのデジタル
証明書にアクセス可能なデジタルページへのリンクを含む文書である２個の文書に、権利
管理システムがルートキーで署名し、情報ネットワークを初期化する事前ステップと、
　・－サーバリストＬ１を取得し、
　－ネットワークオペレータがネットワークキーで署名した、前記サーバリストＬ１を含
むデジタル文書を記録し、
　－前記リストＬ１の各サーバに特に処理容量を示す係数を割り当てる、
ネットワークのトポロジーの識別ステップと、
　・エラー管理用の文書と、アドレスパラメータを含む文書との二つのデジタル文書に、
ネットワークオペレータがネットワークキーで署名して実施される、アドレス取得サーバ
（いわゆるルックアップサーバ）によるアドレス解決ステップと、
　・アドレスパラメータに明記された一つまたは複数のサーバに収容される情報処理オブ
ジェクトを、前記特別なソフトウェアを用いて検索するステップとを含んでおり、
　・情報ネットワークの初期化ステップのデジタル証明書が、管理情報と、ユーザがネッ
トワークにアクセスできるようにする技術関係の情報とを含み、技術関係の情報が、特に
、ネットワークキーの公開部分を含むことを特徴とする。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　さらに、本発明は、また、複数の情報処理サーバと、デジタルページ検索用の特別なソ
フトウェアを備えた少なくとも一つのクライアント端末とを含んで、権利管理システムと
少なくとも一つのネットワークオペレータとの少なくとも二つの異なるエンティティを接
続する、情報ネットワーク操作システムに関する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　・情報ネットワークの名称
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　・単一の識別子
　・相対的な有効期間
　・満了日
　・オペレータ名
　・オペレータのアドレス
　・タイプ、説明、参照符号、満了日、ライセンスの提供者
　・支援ｗｅｂサイトへのＵＲＬ
　・アドレスの色と、情報ネットワークのアドレスの背景の色
　・「証明書」、「トポロジー」、「ステータス」といったデジタル文書の場所
　・公開キーの長さと公開者（ＲＳＡタイプの暗号化）
　・ネットワークキーの公開部分と、このキーの「フィンガープリント」
最後に、ルートキーによる文書の署名
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図１】
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